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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成26年9月25日(2014.9.25)

【公表番号】特表2014-500195(P2014-500195A)
【公表日】平成26年1月9日(2014.1.9)
【年通号数】公開・登録公報2014-001
【出願番号】特願2013-545173(P2013-545173)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｒ   9/055    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｒ   9/055   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月8日(2014.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１３）の表面に対して取り付け可能な、前記車両（１３）で積荷を運搬するため
の車両積荷キャリアボックス（１０）であって、この車両積荷キャリアボックス（１０）
は、
　収容空間を形成するベース部材（２０）と、
　前記ベース部材（２０）に対して連結されかつ開ポジションおよび閉ポジション間で動
作可能な蓋（４０）と、
　前記車両積荷キャリアボックス（１０）の内部に配置されかつ前記積荷とオーバーラッ
プすることによって前記車両積荷キャリアボックス（１０）の内部で前記積荷を固定する
よう構成されたフレキシブル安全材（６０）と、を具備し、
　前記フレキシブル安全材（６０）は前記蓋（４０）に対して取り付けられ、これによっ
て、前記蓋（４０）が前記開ポジションと閉ポジションとの間で動作させられるとき、前
記フレキシブル安全材（６０）を部分的にあるいは完全に変位させることが可能となって
おり、
　前記フレキシブル安全材（６０）は前記ベース部材（２０）および前記蓋（４０）の両
方に対して取り付けられ、これによって、前記蓋（４０）が前記開ポジションと閉ポジシ
ョンとの間で動かされるときに、前記フレキシブル安全材（６０）を部分的に変位させる
ことが可能となっていることを特徴とする車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項２】
　前記表面はルーフ（１４）であり、かつ、前記車両積荷キャリアボックス（１０）は、
前記車両（１３）の前記ルーフ（１４）上に配置されるよう構成されることを特徴とする
請求項１に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項３】
　前記車両積荷キャリアボックス（１０）は車両ルーフラック（１２）上に配置されるよ
う構成されることを特徴とする請求項２に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項４】
　前記ベース部材（２０）は、床面（２１）と、積荷キャリア空間を画定する包囲側壁（
２２）と、を備えることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の車
両積荷キャリアボックス（１０）。
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【請求項５】
　前記ベース部材（２０）は、第１および第２の横端部（２３，２４）ならびに第１およ
び第２の縦端部（２５，２６）を有し、かつ、前記フレキシブル安全材（６０）は、第１
および第２の横端部（６３，６４）ならびに第１および第２の縦端部（８５，８６）を有
することを特徴とする請求項４に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項６】
　前記フレキシブル安全材（６０）の前記第１の横端部（６３）は、前記ベース部材（２
０）の前記第１の横側壁（２３）に対して、あるいはその近傍において取り付けられてい
ることを特徴とする請求項５に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項７】
　前記フレキシブル安全材（６０）の前記第２の横端部（６４）は、前記蓋（４０）の第
２の横側壁（５４）に対して、あるいはその近傍において取り付けられていることを特徴
とする請求項５または請求項６に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項８】
　前記フレキシブル安全材（６０）は、少なくとも第１、第２、第３および第４の取り付
けポイント（６２）を備え、少なくとも前記第１の取り付けポイントは前記ベース部材に
対して取り付けられ、かつ、少なくとも前記第２、第３および第４の取り付けポイントは
前記蓋（４０）に対して取り付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項７のいず
れか１項に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項９】
　前記第１の取り付けポイントは、前記ベース部材（２０）の前記第１の横端部（２３）
の近傍において取り付けられることを特徴とする請求項７に記載の車両積荷キャリアボッ
クス（１０）。
【請求項１０】
　前記フレキシブル安全材（６０）は、複数の取り付けポイント（６２）において、前記
ベース部材（２０）に対して取り付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項９の
いずれか１項に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項１１】
　前記フレキシブル安全材（６０）は、複数の取り付けポイント（６２）において、前記
蓋（４０）に対して取り付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項１０のいずれ
か１項に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）。
【請求項１２】
　前記ベース部材（２０）および前記蓋（４０）は硬質な素材から形成されることを特徴
とする請求項１ないし請求項１１のいずれか１項に記載の車両積荷キャリアボックス（１
０）。
【請求項１３】
　前記ベース部材（２０）および前記蓋（４０）は回動可能に連結されることを特徴とす
る請求項１ないし請求項１２のいずれか１項に記載の車両積荷キャリアボックス（１０）
。
【請求項１４】
　前記フレキシブル安全材（６０）は、ポイントおよび／または連続セクションにおいて
、前記フレキシブル安全材（６０）の周縁を取り囲むように前記蓋（４０）に対して取り
付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項１３のいずれか１項に記載の車両積荷
キャリアボックス（１０）。
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